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進行原稿 



令和 7年度 第 5回 綾川町農業委員会会議録 

 

農委告示 第８号 

令和 7年度 第 5回 農業委員会を次のとおり招集する。 

 

令和 7年 8月 20日 

 農業委員会会長 笹川 武義 

 

召 集  令和 7年 8月 14 日 

場 所  綾川町綾南農村環境改善センター 

開 会  令和 7年 8月 20 日  午後 1時 30分 

閉 会  令和 7年 8月 20 日  午後 2時 46分 （会期１日） 

 

第１日目（8月 20日）     出席委員   15 名 

1番 笹川 武義 8番 滝川 廣男 15番 長川 富雄 

2番 國重 義廣 9番 三好 直樹 16番 松岡 正広 

3番 末長 憲二 10番 金滝 耕治 17番 松内 利和 

4番 長尾 清 11番 川西 正廣 18番 藤重 英子 

5番 西川 謙三 12番 丸尾 説男 19番  

6番 中島 美紀 13番 福家 範行   

7番 佐藤 裕子 14番 横井 博美   

農地利用最適化推進委員     名参加  

昭和１  髙﨑 浩之 昭和１ 三好 正晃 昭和２ 長尾 豊弘 昭和２ 片岡 等 

陶 香川 秀範 陶 大芝 博信 陶 福家 棟貴 陶 原 拓也 

滝宮１ 津村 剛志 滝宮２ 大野 政則 羽床１ 鈴木 博文 羽床２ 楠原 徳大 

枌所 森本 廣隆 枌所 中内 義男 西分 岡田 行夫 山田１ 山口 守 

山田２ 藤本 浩二 山田３ 岡田 峯男 羽床上 泉谷 幸一 羽床上 岡田 幸彦 

  

 

 議事録署名委員 

      3番 末長 憲二  委員、 4番  長尾 清  委員 

  

 欠席  7番  佐藤 裕子 委員、 10番  金滝 耕治 委員、  

16番  松岡 正広 委員 

  

公務のため出席した者の職氏名 

    事務局長 福家 勝己  主査 松田 祐季  主査 岩部 有起 

 

傍聴人 0人 



議 事 日 程 

  

 

令和 7年 8月 20日 

 

第 1 会期の決定について 

第 2 議事録署名委員の指名について 

第 3 議案第 1号 農地法第 3条（農業委員会）について 

第 4 議案第 2号 農地法第 5条（県知事）について 

第 5 議案第 3号 現況証明（農委分）について 

第 6 議案第 4号 農用地利用集積等促進計画の公告について（一括契約） 

第 7 議案第 5号 農業経営改善計画の認定（町）について 

第 8 議案第 6号 青年等就農計画の認定について 

第 9 議案第 7号 綾川農業振興地域整備計画に係る農用地利用計画の変更について 

第 10 報告第 1号 農地法第 18条（通知）について 

第 11 報告第 2号 綾川町地域計画の変更について 

  



令和 7年 8月 農業委員会議事録 

 

午後 1時 30分  開会 

 

職務代理 

   みなさま、こんにちは。定刻が参りましたので、ただいまから令和７年度第５回農業委員会を開

催します。出席者の方へのお願いです。携帯電話をお持ちの方は、本会開催中、マナーモード若し

くは、電源をお切りいただきますようお願いいたします。 

それでは、会長よりご挨拶お願いします。 

 

会長 

【挨拶】 

 

職務代理 

ありがとうございました。続きまして、事務局よりご挨拶をお願いします。 

 

事務局 

【挨拶】 

 

職務代理 

ありがとうございました。それでは、議事に移ります。議事進行につきましては、通例により、

笹川会長、お願いします。 

 

議長 

それでは議事に移ります。 

本日の欠席者は、7番 佐藤 裕子 委員、10番 金滝 耕治 委員、 

16 番 松岡 正広 委員です。 

よって、農業委員出席者は、１５名です。会期の決定ですが、会期は本日１日限りといたします。

なお、「議事録署名委員の指名について」ですが、私の方で指名してよろしいでしょうか。 

 

委員一同 

はい。 

 

議長 

本日の議事録署名人には、3番 末長 憲二（すえなが けんじ）委員 

4番 長尾 清 （ながお きよし） 委員 

を指名します。 

 

 



議長 

   本日の議案の審議に移ります。第 1号議案について、事務局より説明願います。 

 

事務局 

議案第 1号、農地法第３条の規定による許可申請について説明致します。農地法 3条とは農地の

所有権の移転や権利の設定・移転に関することで、主に農地としての売買や譲渡による所有権の移

転に関する審査が多くあります。今月は 3件です。 

 

議案第 1号-1 

地 図： ■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 無償譲渡 

申請地： ■■■■■■■■■  田 294㎡外１筆 合計 1,464㎡ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

     ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

申請に至った理由ですが、申請地は譲受人が借り受け耕作してきた農地であり、この度農地を手

放したい意向の譲渡人が、譲受人に相談し、引き受けることで話がまとまったため、本申請に至っ

たものです。 

譲受人の経営面積は自作地が 4,985㎡、借入地が 3,414㎡、合計 8,399 ㎡あります。所有地の中

には山林化している農地もあったため、今月の 3 号議案において現況証明の手続きを取っており、

その農地を除くほかの農地は適切に維持管理されております。 

取得後の営農計画としては、水稲の作付けを予定しております。 

譲受人の農作業歴は 40 年、農作業の従事予定日数は 100 日で、機械の所有状況については、ト

ラクター、コンバイン、耕運機、田植機、トラックが各１台、農舎が 200㎡あります。 

水稲の作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は 0.5㎞、自宅から車で 2分であり、通作可能な圏内に居住しているも

のと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当しないこと

から、許可相当と考えます。 

 

案件第２号と案件第３号は譲受人が同一の関連する案件のため、一括で説明いたします。 

議案第 1号-2、3 

地 図： ■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 有償売買 案件第２号：総額 110万円 

                案件第３号：総額 90万円 

申請地： 案件第 2号：■■■■■■■■■ 田 102㎡外５筆 合計 5,843 ㎡ 

     案件第 3号：■■■■■■■■■ 田 1,820㎡外 5筆 合計 6,562㎡ 

譲渡人： 案件第 2号：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 



     案件第 3号：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

           ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

           ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

申請に至った理由ですが、譲渡人は県外に居住し農地の管理に苦慮しており土地の処分を検討し

ていたところ、経営規模の拡大を考えていた譲受人となる法人との間で話がまとまり、本申請に至

ったものです。 

今回のように法人が農地を取得する場合、法人が農地所有適格法人という農地を所有することが

出来る法人であることが求められており、その要件が満たされているか審査する必要があります。 

農地所有適格法人の要件としては、大きく分けて 4つあります。 

1つ目は法人形態要件で、農事組合法人、株式会社、持分会社等の法人組織であること。 

2つ目は事業要件で、法人の主たる事業が農業であり売上高の過半を占めること。 

3 つ目は議決権要件で、総議決権の過半が法人の農業に 150 日以上常時従事する個人、農地の権

利を提供した個人などの農業関係者であること。 

4 つ目は役員要件で、役員の過半が法人の行う農業に 150 日以上常時従事する構成員であり、役

員または重要な使用人の 1名以上が 60日以上農作業に従事すること。 

となっております。 

今回の譲受人は、農業を主たる業務とする株式会社であり、議決権の過半が農業へ常時従事する

者となっています。また、当該法人は役員が１名の法人であり、その役員が農業へ常時従事する者

でもあることから、いずれの条件も満たしている農地所有適格法人であり、農地の取得が可能な法

人となっております。 

譲受人の経営面積は、法人名義で貸借権の設定をしている農地はありませんが、法人の代表者の

所有する農地 7,512㎡を利用しております。また、譲受人である法人の代表者は、自身が代表を務

める別の法人も経営しており、その法人において、5,687 ㎡の利用権を設定している農地がありま

す。農地については適切に維持管理されております。取得後の営農計画としては、タマネギを予定

しております。 

譲受人の農作業暦は、法人の代表者及び従業員１名が２年前の法人設立時から従事しており、農

作業の従事日数は、200 日、機械の所有状況については、トラクター、コンバイン、田植え機を各

1 台、耕運機を２台所有しております。また、タマネギの作付け計画でありことから、周囲への影

響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は、事務所からは 33 ㎞、車で 50分ですが、農地と併せて宅地も取得す

る計画であり取得する宅地からは 0.3㎞の距離にあります。また、代表を務める別の法人が管理す

る農地から 0.3㎞程の距離に対象農地があり、どちらも同一の代表者及び従業員が管理することか

らも、通作可能な圏内に拠点施設があるものと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当しないこと

から、許可相当と考えます。 

 

以上、ご審議のほどよろしくお願い致します。 



 

議長 

議案第 1号についてご質問はありませんか。 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

続きまして、議案第 2号について、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

議案第 2号「農地法第 5条の規定による許可申請」について説明致します。今月は、3件です。 

 

議案第 2号-1 

地図・図面： ■■■■■■■ 図面番号 5条－1 

権利設定 ： 所有権移転 

申請地  ： ■■■■■■■■■ 田 1,156㎡外筆 合計 1,156㎡ 

地種   ： 2種農地 

併用地  ： なし 

申請者  ： 【譲渡人】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

【譲受人】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

転用目的 ： 倉庫建設 

用途   ： 倉庫建設 

施設の概要： 倉庫平屋建て 1棟 755.60㎡ 合計 755.60㎡ 

【資金】土地代 200万円、造成費 500万円、建築費 4,500万円 

合計 5,200万円 

 ＜内訳＞自己資金 5,200万円、借入金 0 万円 

【期間】許可後Ｒ7.10.15～Ｒ8.8.31 

【造成】花崗土による盛土 H=0.30ｍ コンクリート擁壁設置 H＝0.40～0.80ｍ 

切土 なし     法面 1：1.8 

【排水】雨水：ため桝設置、東隅の既存施設を利用し農業用水路へ排水 汚水：なし 

【他法令許可】町建設課と、開発、町道、法定外公共物協議中 

【水利】■■■水利組合 

【隣接同意】該当なし 

 

譲受人は■■■■■■■に主たる事務所を置き、■■■■■に設立した建設業を主に営む法人で

す。転用目的は現在、重機を保管している土地の返還を要求されており、新たに倉庫建設し重機類

を保管する目的で、所有権の移転をするものです。 

複数候補地を比較検討しましたが、4ｔトラックに目的に応じて吹付機等を連結して現場で施工



する作業を実施するための十分な広さがあり、交通の便の良いところで車両の出入りにも支障がな

い等、総合的に判断し、最も計画地に適していると判断したため選定に至りました。 

 

議案第 2号-2 

地図・図面： ■■■■■■■ 図面番号 5条－2 

権利設定 ： 所有権移転 

申請地  ： ■■■■■■■■■ 田 739㎡外筆 合計 739㎡ 

地種   ： 2種農地 

併用地  ： なし 

申請者  ： 【譲渡人】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

【譲受人】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

転用目的 ： 資材置場 

用途   ： 資材置場 

施設の概要： なし 

【資金】土地代 10万円、造成費 5万円、建築費 0万円 

合計 15万円 

      ＜内訳＞自己資金 15万円、借入金 0万円 

【期間】許可後Ｒ7.9.20～Ｒ7.10.31 

【造成】盛土・切土 整地のみ コンクリート擁壁設置 既設擁壁維持 

法面 既存維持 

【排水】雨水：ため桝設置  汚水：合併浄化槽 

【他法令許可】該当なし 

【水利】■■■水利組合 

【隣接同意】該当なし 

 

譲受人は、■■■■にて建設業、不用品買取会社の専務取締役であり、住宅等の解体業務や企業

の不用品買取業務が増加している県中南部地域に利便性向上のため自社のコンテナ等の運搬資材

を置く目的で場所を選定し、今回の計画に至りました。 

複数候補地を比較検討しましたが、コンテナを４個程度と室内作業の出来るコンテナハウスや屋

外作業スペース、車両通路を検討すると 400～600 ㎡程度は必要であり、申請地は法面を除いた有

効利用面積が 486㎡であり、最も計画地に適していると判断したため選定に至りました。 

 

議案第 2号-3 

地図・図面： ■■■■■■■ 図面番号 5条－3 

権利設定 ： 所有権移転 

申請地  ： ■■■■■■■■■ 田 180㎡外筆 合計 180㎡ 

地種   ： 2種農地 

併用地  ： なし 

申請者  ： 【譲渡人】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 



【譲受人】■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

転用目的 ： 資材置場 

用途   ： 資材置場 

施設の概要： なし 

【資金】土地代 10万円、造成費 10万円、建築費 0万円 

合計 20万円 

      ＜内訳＞自己資金 20万円、借入金 0万円 

【期間】許可後Ｒ7.10.1～Ｒ7.12.28 

【造成】花崗土・切土 整地のみ コンクリート擁壁 既設石垣維持  

法面 1：1.2（既存法面であり、現在の植生を維持） 

【排水】雨水：自然浸透及び傾斜による隣接河川へ流入 汚水：なし 

【他法令許可】該当なし 

【水利】■■■ 

【隣接同意】該当なし 

 

譲受人は■■■■■■に主たる事務所を置き、平成 27年に設立した建設業を主に営む法人です。

転用目的はコンクリート２次製品等を保管する目的で場所を選定し、今回の計画に至りました。 

複数候補地を比較検討しましたが、170～250㎡程度は必要であり、近隣の作業所は大型車両の保

管、他事業者が出入りする為、保管場所としてはスペースが足りません。申請地は有効利用面積が

180 ㎡であり規模も妥当です。■■■■■■の近隣で検討し、最も計画地に適していると判断した

ため選定に至りました。 

 

以上、ご審議のほど、よろしくお願い致します。 

 

議長 

議案第 2号についてご質問はありませんか。 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

続きまして、第 3号議案について、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

議案第 3号現況証明について、説明します。今月は 2件です。 

 

議案第 3号－1 

地図・写真： ■■■■■■■ 図面番号 非農地-1 

申請地  ： ■■■■■■■■■ 田 1,254㎡ 外 2筆 合計 2,135㎡ 



現況地目 ： 山林原野 

利用状況 ： 山林 

申請人  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

農地に到るまでの進入路が通行できなくなったことから耕作するのが困難になっています。現

在は山林の様相を呈しており、農地としての復旧が著しく困難になった土地は、非農地証明を行

うにいたりました。非農地証明をしたとしても周辺農地に与える影響はないものと考え、問題は

ないと判断しております。 

 

議案第 3号－2 

地図・写真： ■■■■■■■ 図面番号 非農地-2 

申請地  ： ■■■■■■■■■ 畑 152㎡ 外 3筆 合計 1,557㎡ 

現況地目 ： 山林原野 

利用状況 ： 山林 

申請人  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

■■■■■の相続時には既に山林の状態でした。現在も山林の様相を呈しており、農地として

の復旧が著しく困難になった土地は、非農地証明を行うにいたりました。非農地証明をしたとし

ても周辺農地に与える影響はないものと考え、問題はないと判断しております。 

 

以上、審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長  

議案第 3号につきまして、何か質問はありませんか？ 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

続きまして、第 4 号議案について、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

議案第 4号農地機構を通じた利用権設定について説明します。P.4～6をご覧ください。 

契約筆数：  61筆  合計  70,143㎡ 

新規契約：  19件  24,324㎡ 

更新契約：  39件  41,495㎡ 

移転・再貸付契約：  3件  4,324㎡ 

 

貸付先としましては、1～2番を■■■■■■■■■■■■へ、3～34番を■■■■■■■■■■



■■へ、35～41 番を■■■■氏へ、42～43 番を■■■■■■■■■■■■へ、44～45 番を■■■

■氏へ、46～49番を■■■■氏へ、50～53番を■■■■氏へ、54～55番を■■■■氏へ、56番を

■■■■氏へ、57番を■■■■氏へ、58～61番を■■■■氏へ貸し付けるものです。 

 

以上、審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

議案第 4号についてご質問はございませんか。 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

続きまして、第 5号議案について、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

農業経営改善計画の認定について説明します。 

今月は、更新 1件、新規 1件、変更 3件の計 5 件の申請がありました。案件第 1号から順に、説

明します。 

 

議案第 5号-1（更新） 

申請者   ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

住所    ： ■■■■■■■■■ 

生年月日  ： ■■■■■■■■■ 

作目・部門名： （Ｒ12目標） 苺、水稲 

農業経営等に関する目標：（Ｒ12目標） 

          苺      17.3ａ  8,650㎏ （5,000㎏/10ａ）  

          水稲     25.0ａ  960 ㎏  （384㎏/10ａ） 

目標所得  ： 400万円 

年間労働時間： 2,000時間  

 

ハダニ、スリップは天敵を活用しうどん粉病や灰色カビ病は施設内の環境を改善するなど病害虫

対策を徹底し安定生産に努めている。また、作業効率向上のため、補助事業、農業制度資金を活用

し資本装備の充実を検討する。先に行われた綾川町農地再生協議会担い手部会でも問題なく承認さ

れています。 

 

議案第 5号-2（新規） 

申請者   ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

住所    ： ■■■■■■■■■ 



生年月日  ： ■■■■■■■■■ 

作目・部門名：（Ｒ12目標） 苺、水稲 

農業経営等に関する目標：（Ｒ12目標） 

          苺     26.0ａ  15,600 ㎏ （6,000㎏/10ａ）  

目標所得  ： 370万円 

年間労働時間： 2,000時間  

 

借入ハウスを返却したため、規模が縮小したが、新たに中古ハウスを購入などにより 26aを確保。

現在は老朽化した施設の設備の改良・更新により増収、安定生産を目指す。臨時雇用で労働力を確

保しているが人件費が嵩んでいる。今後は労働環境を見直し省力化を図るとともに、人材確保や育

成により効率化を図り労働時間削減する。先に行われた綾川町農地再生協議会担い手部会でも問題

なく承認されています。 

 

議案第 5号-3（変更） 

申請者   ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

住所    ： ■■■■■■■■■ 

生年月日  ： ■■■■■■■■■、■■■■■■■■■ 

作目・部門名：（Ｒ12目標） 水稲、麦ほか 

農業経営等に関する目標：（Ｒ12目標） 

          水稲      380.0ａ  15,960㎏ （420㎏/10ａ）  

          麦       350.0ａ  14,000㎏ （400㎏/10ａ） 

ＷＣＳ     120.0ａ   5,040㎏ （420㎏/10ａ） 

牧草       12.0ａ  自給 

苺        6.0ａ   2,700㎏ （4,500㎏/10ａ） 

繁殖牛      10頭   7頭 

目標所得  ： 320万円 

年間労働時間： 2,000時間 

  

新たに田を 13a購入し所有地が増加する予定です。その他については前回から変更はありません。

先に行われた綾川町農地再生協議会担い手部会でも問題なく承認されています。 

 

議案第 5号-4（変更） 

申請者   ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

住所    ： ■■■■■■■■■ 

設立年月日 ： ■■■■■■■■■ 

作目・部門名：（Ｒ12目標） 水稲、小麦 

農業経営等に関する目標：（Ｒ12目標） 

          水稲     260.0ａ  11,700 ㎏ （450㎏/10ａ）  

水稲（採種） 220.0ａ   9,900㎏ （450㎏/10ａ） 



          小麦     520.0ａ  20,800 ㎏ （400㎏/10ａ） 

小麦（採種） 120.0ａ   5,040㎏ （420㎏/10ａ） 

目標所得  ： 500万円 

年間労働時間： 1,000時間  

 

役員改選により代表者が変更になりました。先に行われた綾川町農地再生協議会担い手部会でも

問題なく承認されています。 

 

議案第 5号-5（変更） 

申請者   ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

住所    ： ■■■■■■■■■ 

設立年月日 ： ■■■■■■■■■ 

作目・部門名：（Ｒ12目標） 水稲、麦 

農業経営等に関する目標：（Ｒ12目標） 

          水稲     1,350.0ａ  60,750㎏ （450㎏/10ａ）  

          麦      1,400.0ａ  58,800㎏ （420㎏/10ａ） 

目標所得  ： 375万円 

年間労働時間： 450時間  

 

代表者が変更になりました。先に行われた綾川町農地再生協議会担い手部会でも問題なく承認さ

れています。 

 

以上、審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長  

議案第 5号につきまして、何か質問はありませんか？ 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

続きまして、第 6号議案について、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

議案第 6号青年等就農計画の認定について説明します。今月は 2件の申請です。 

 

議案第 6号－１ 

予定認定番号： 就農 R7－1 

申請者   ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 



住 所   ： ■■■■■■■■■ 

生年月日  ： ■■■■■■■■■ 

営農類型  ： 苺、青ネギ 

生産量目標 ：（令和 11年度目標） 

苺          12.0ａ 6,000kg（10ａ当り 5,000 ㎏） 

青ネギ（2回取り） 300.0ａ 120,000kg（10ａ当り 4,000 ㎏） 

所得目標  ： 680万円 

労働時間  ： 2,600時間 

農業経営改善の方向の概要： 

農業知識・技術の向上、人員の拡充、規模拡大等により、イチゴ・青ネギなど複数の品目を栽培

し、耕作放棄地や遊休農地を積極的に活用する経営を行っていくことで、地域にも貢献することの

できる農業法人を目指していきます。 

 

技術・知識の習得状況ですが、令和 6年 4月から令和 7年 3月まで■■■■■■■■■で施設野

菜の栽培から出荷までの基礎知識・技術に関する研修を受けています。 

 

議案第 6号－2 

予定認定番号： 就農 R7－2 

申請者   ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

住 所   ： ■■■■■■■■■ 

生年月日  ： ■■■■■■■■■ 

営農類型  ： アスパラガス、苺 

生産量目標 ：（令和 11年度目標） 

アスパラガス 15.0ａ 3,100kg（10ａ当り 2,067㎏） 

苺      20.0ａ 9,000kg（10ａ当り 4,500㎏） 

所得目標  ： 440万円 

労働時間  ： 2,080時間 

農業経営改善の方向の概要： 

地域の農地を借入して、規模拡大を図っていきます。施設野菜のアスパラガスと苺を中心とした

複合経営で安定的な経営を目指します。 

 

技術・知識の習得状況ですが、令和 6 年 12 月から現在まで、■■■■■■■■■にてアスパラ

ガスの栽培技術全般に関する知識・技術、ハウス整備方法を習得しています。 

 

以上ご審議の程、よろしくお願いします。 

 

議長  

議案第 6号につきまして、何か質問はありませんか？ 

 



委員一同 

なし 

 

議長 

続きまして、第 7号議案について、事務局より説明を願います。 

 

 

事務局 

議案第 7 号「綾川農業振興地域整備計画に係る農用地利用計画の変更」について説明致します。 

こちらは、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき設けられた農業振興地域制度において、

農用地区域と呼ばれる原則として宅地や雑種地などへの転用ができない農地について、変更を行い

農用地区域内から除外したり、逆に農用地区域内へ編入したりする手続きとなっております。今月

は、除外案件が 3件です。 

 

議案第 7号－1（除外） 

地図・図面： ■■■■■■■ 農振除外－1 

申出区分 ： 農用地からの除外 

申請地  ： ■■■■■■■■■ 田 4,906㎡のうち 499㎡ 

併用地  ： － 

除外前用途： 農地 

除外後用途： 分家住宅 

土地所有者： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

土地利用者： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

農地区分 ： 2種農地 

【施設の概要】 住宅平屋建１棟 104.13㎡、カーポート平屋建１棟 13.65㎡ 

          合計 117.78㎡ 

【資金内訳】  土地代 0万円、造成費 400万円、建築費 3,500万円 

合計 3,900万円 

＜内訳＞自己資金 0万円、借入金 3,900万円 

【変更を必要とする理由】  

申請人は、現在夫婦で借家にて暮らしていますが、手狭であることから、住宅の建築を計画しま

した。高齢である祖父母や両親の近くで農作業の手伝いをするために、祖父の所有地の中で候補地

を検討した結果、申請地が最も農地の縁辺部に位置し、営農への影響も軽微であることから、選定

したものです。 

【工事着工時期】 令和 7年 12月 【供用開始時期】 令和 8年 4月 

【造成】 花崗土による盛土 H=0.8ｍ、コンクリート擁壁 H=0.35～1.25ｍ 

【排水】 雨水：自然浸透及び集水桝を設置し、地先水路へ放流 

汚水：合併処理浄化槽で処理後、地先水路に放流 

【利用率】敷地面積 499㎡、建築面積 117.78㎡ 23.60％（≧22％） 



【除外申出に係る意見書】 

申請地は、立地条件その他から判断し適当な場所であり、今後の当該地域の農業振興施策の実施

に支障を与えるものではないとして、「やむを得ないもの」との香川県農協及び■■■水利組合の

連名による意見書が添えられております。 

これらにより、農用地からの除外について「農業振興地域の整備に関する法律」第１３条第２項

各号に照らし、除外することが妥当であるものと考えます。 

 

議案第 7号－2（除外） 

地図・図面： ■■■■■■■ 農振除外－2 

申出区分 ： 農用地からの除外 

申請地  ： ■■■■■■■■■ 田 133㎡ 

併用地  ： ■■■■■■■■■ 宅地 1,031.94 ㎡ 

除外前用途： 農地 

除外後用途： 資材置場、進入路 

土地所有者： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

土地利用者： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

農地区分 ： 2種農地 

【施設の概要】 申請地：進入路、併用地：資材置場 

【資金内訳】  土地代 100万円、造成費 300万円、建築費 0万円 

          合計 400万円 

          ＜内訳＞自己資金 400万円、借入金 0万円 

【変更を必要とする理由】 

譲受人は■■■■■■■■■に主たる事務所を置き、■■■■■に設立した林業、建設業を主に

営む法人です。■■■■■に申請地の南東約 1㎞地点で山林を購入し木材を伐採し事業で使用する

こととしたものの、既存の施設では保管しきれないことから、事務所と山林の中間にあり利便性の

良い本申請の併用地である宅地を資材置場として利用するため購入することとしました。しかし、

当該宅地は進入路がないため、申請地を進入路として確保するため申請に及んだものです。 

【工事着工時期】 令和 7年 12月 【供用開始時期】 令和 8年 1月 

【造成】 盛土・切土：なし、隣接農地との境界へコンクリート擁壁設置 

【排水】 雨水：浸透桝を設置 

汚水：－ 

【利用率】― 

【除外申出に係る意見書】 

申請地は、立地条件その他から判断し適当な場所であり、今後の当該地域の農業振興施策の実施

に支障を与えるものではないとして、「やむを得ないもの」との香川県農協及び■■■水利組合の

連名による意見書が添えられております。 

これらにより、農用地からの除外について「農業振興地域の整備に関する法律」第１３条第２項

各号に照らし、除外することが妥当であるものと考えます。 

 



議案第 7号－3（除外） 

地図・図面： ■■■■■■■ 農振除外－2 

申出区分 ： 農用地からの除外 

申請地  ： ■■■■■■■■■ 田 72㎡ 

併用地  ： ■■■■■■■■■ 宅地 290.40 ㎡外２筆 合計 401.81㎡ 

除外前用途： 農地 

除外後用途： 宅地 

土地所有者： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

土地利用者： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

農地区分 ： 2種農地 

【施設の概要】 住宅２階建２棟 125.79㎡、カーポート平屋建２棟 72.7㎡ 

         合計 198.49 ㎡ 

【資金内訳】 新たな資金計画はなし 

【変更を必要とする理由】 

平成 22 年頃、子ども家族と同居するために離れ及びカーポートを建設したものの、使い勝手を

考慮し境界線とは異なる位置で造成し、申請地と宅地を一体利用していました。この度、申請地の

売買を行う際に無断転用状態であることが発覚し、解消するために申請に及んだものです。本申請

地において未申請のまま造成に着手してしまっていることを反省し、適切な手続きを行うことの始

末書が添付されています。 

【工事着工時期】 平成 22年 4月頃 【供用開始時期】 平成 22年 10月頃 

【造成】 新たな造成はなし 

【排水】 雨水：集水桝を設置し北川水路へ放流 

汚水：公共下水管へ接続 

【利用率】敷地面積 473.81㎡、建築面積 198.49㎡ 41％（≧22％） 

【除外申出に係る意見書】 

申請地は、立地条件その他から判断し適当な場所であり、今後の当該地域の農業振興施策の実施

に支障を与えるものではないとして、「やむを得ないもの」との香川県農協及び■■■水利組合の

連名による意見書が添えられております。 

これらにより、農用地からの除外について「農業振興地域の整備に関する法律」第１３条第２項

各号に照らし、除外することが妥当であるものと考えます。 

 

以上、ご審議のほど、よろしくお願い致します。 

 

議長  

議案第 7号につきまして、何か質問はありませんか？ 

 

委員一同 

なし 

 



議長 

続きまして、報告第 1号について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

報告第１号、農地法第 18条の規定による合意解約の届出について説明します。今月は 3件です。 

 

報告 1－1 

賃貸人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

賃借人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

申請地：■■■■■■■■■ 田 1,050㎡外 3筆 合計 7,924㎡ 

解約日：令和 7年 6月 1日 

 

耕作目的による解約で、離作補償はありません。なお、対象地は以前に農地機構と耕作者の契約

を解除し、農地機構が借り受け次の耕作者を探していた農地でしたが、所有者が自作するために解

約したものです。 

 

案件第２号と３号は同一人関する案件のため一括で説明します。 

報告 1－2～－3 

賃貸人：1-2：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

      1-3：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

賃借人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

申請地：■■■■■■■■■ 田 591㎡外 4筆 合計 5,440㎡ 

解約日：令和 7年 7月 31日 

 

基盤整備事業による利用権の解約で、離作補償はありません。 

 

以上です。よろしくお願いします。 

 

議長 

報告第 1号について、ご質問はありませんか。 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

続きまして、報告第 2号について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

綾川町地域計画の変更について説明します。 



経緯 

「地域計画」は、これまで地域農業の将来の在り方を示した「人・農地プラン」が、農業経営

基盤強化促進法の一部改正に伴い法定化された計画で、「目標地図（10年後の 1筆毎の農地の耕作

者を示した地図）」が追加された、より具体的なものです。 

令和 4年 5月に公布された農業経営基盤強化促進法等の一部改正に基づき、地域の協議により

将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画（目標地図を含む）」を市町村が定め、それを実行す

るべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地中間管理事業を活用した農地の集

積・集約化など農地利用の最適化を進めることになりました。 

綾川町地域計画については、令和５年度及び令和６年度に協議の場を開催し、令和６年度末よ

り作成・運用しております。 

 

変更内容 

今月は地域計画からの除外が２件となっております。議案書 P.12及び P.13をご覧ください。 

滝宮地区及び西分地区において地域計画に位置付けられており農地について、地域計画から除

外するものです。 

今回の対象農地は、議案第７号の「綾川町農業振興地域整備計画に係る農用地利用計画の変更

について」でも協議した農地であり、滝宮地区については分家住宅を目的とした農地転用のため

に、西分地区については資材置場及び進入路を目的とした農地転用と、宅地拡張を目的とした農

地転用のために地域計画からの除外を行うものとなっております。 

今回のように、農用地利用計画の変更や農地転用を行う際には、地域計画の達成への支障がな

いことが要件の一つとなっており、地域計画の達成へ支障が出ないように転用申請等に先駆けて

対象農地を地域計画の区域から除外する手続きを行っております。 

 

続いて、議案書 P.14 をご覧ください。 

変更を行う■■■地区と■■■地区の地域計画について、新旧対照表を記載してあります。変

更箇所については、下線で表示しており、各地区において除外することによって数値の変更があ

りましたので、それを表示しております。 

 

地域計画の変更手続きについては、2 週間の公告縦覧期間を経た後に公表を予定しておりま

す。説明は以上でございます。 

 

議長 

報告第 2号について、ご質問はありませんか。 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

以上ですべての議案についての説明、質疑が終了しました。 



それでは、採決に入ります。 

本日提案された議案について、原案通り賛成する方の挙手を求めます。 

 

委員一同 

   全員挙手 

 

議長 

   全員の方の挙手をいただきましたので、議案はすべて承認されました。以上で本日の日程はすべ

て終了しました。ありがとうございました。 

 

職務代理 

本日も各委員さんのご協力により定例農業委員会が無事終了致しました。慎重なご審議ありがと

うございました。それでは、第５回定例農業委員会を閉会いたします。 

 

午後 ２時 ４６分       閉会 

 

 


